
第４回検証委員会検討課題について 

 検証項目 現行の対応 主な課題 改善策（案） 意見等 

１ 

災
害
対
策
本
部
の
設
置
・
運
営
に
つ
い
て 

⑴ 災害対策本部の 

設置 

令和元年東日本台風の際には、いわき市水

防計画に基づき、10 月 12 日午前 10 時に

「いわき市水防本部（７地区本部含む。）」

を設置し、河川氾濫、土砂災害等の警戒に

あたった。 

午後7時10分に新川氾濫の恐れに伴う「（警

戒レベル４）避難指示（緊急）」の発令をも

って、「いわき市災害対策本部（13 地区本

部含む。）」に移行し、市地域防災計画及び

災害時における各部局の事務分掌等を定め

た市業務継続計画（BCP）に基づき、全組織・

職員で対応した。 

水防計画において、水防本部から災害対策本部へ移

行する場合の組織体制は、「水防本部及び地区本部の

事務分掌及び職員配置を維持すること」と規定され

ているが、令和元年東日本台風では、水防本部の事務

分掌及び体制（地区本部含む。）では災害対応が困難

であったことから、災対本部の事務分掌及び体制と

したものの、各部局及び各地区本部においては、体制

や役割等の違いにより、初期の段階において職員の

配置や本部との連絡調整等に手間取るなど、混乱が

見受けられた。 

 

  

甚大な被害を受けた平平窪及び赤井地区に

現地対策事務所を設置し、地域状況の把握

や各種情報の提供のほか、被災者のニーズ

に応じた支援物資等の配布に取り組んだ。 

現地対策事務所は被災地区における迅速な被災者支

援等に有効であるものの、初めて設置した中で、本格

的な支援活動の開始に時間を要した。 

  

⑵ 災害対策本部の 

運営 

水防本部から災害対策本部への移行に伴

い、事務局機能について河川課から危機管

理課が引継ぎ、災害対策本部統括班として、

刻々と変わる災害状況、災害ニーズを踏ま

え、災害緊急情報の伝達、避難指示等の発

令、被害状況の取りまとめ、地区本部との

連絡調整、自衛隊等への応援要請等の事務

を行った。 

①発災後、速やかに災害対策本部を設置し、迅速・円

滑な運営を行うための体制を見直す必要がある。 

 

②災対本部の運営において、中枢を担う災対統括部

の役割は大きいことから、体制の充実強化を図るた

め、発災後速やかに、危機管理部門の経験のある職員

を配置できる仕組みづくりを検討する必要がある。 

 

 

 

  

被害状況の把握は、全体的な状況分析を行いながら、

災害対策の立案、調整や被災者の生活再建等に向け

た取組みを行う上で重要であるものの、地区本部自

体が被災するなど、発災直後の混乱により、災対各部

及び各地区本部からの被害報告の取りまとめに時間

を要した。 

 

初動対応期から復旧・復興に向けては、災害対応業務

の計画的な工程表が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 



 検証項目 現行の対応 主な課題 改善策（案） 意見等 

２ 

地
区
本
部
に
つ
い
て 

⑴ 地区本部（平及び

12支所単位）との

連携 

災害対策本部と地区本部との連携強化及び

情報共有を図るため、地区本部長会議を 2

回開催するとともに、災害対策本部会議資

料等について、職員用パソコン上でのデー

タの共有化を図った。 

①発災後の初動対応期において、地区本部に対し災 

害対策本部の取組み状況や会議資料の情報共有が図

られず、連携不足が生じた。 

 

②現場を指揮・命令する地区本部長を本庁に招集し、

会議を行うことは、その間、指揮・命令権者が不在と

なり迅速な災害対応に支障が生じることも想定され

る。 

  

⑵ 平地区本部の 

あり方 

災害対策本部の設置に合わせ、平地区本部

を設置し、発災直後から避難所班や経済土

木班等との定期的な打合せを実施し、本部

からの情報伝達のほか、各班の活動状況や

課題等の共有を図りながら、避難所運営を

はじめとする各種支援業務のほか、現地対

策事務所の設置・運営により、被災地域の

状況把握と支援に取り組んだ。 

平を除く地区については、支所を単位として支所長

が地区本部長を担うことから、行政嘱託員や区長を

はじめ、民生・児童委員など地域の方々との日頃の関

係性を生かした取組みが可能であるものの、平地区

については、地域との関係性が薄い体制となってい

る。 

  

３ 

災
害
対
応
に
つ
い
て 

⑴ 情報収集・発信 災対総合政策部広報班において、電話での

問い合わせに対応するコールセンターや被

災者相談窓口の開設をはじめ、住まい等の

生活再建に関する意向調査等の実施を通じ

て被災者のあらゆる相談に総合的に対応す

るとともに、各種支援事業等に係る情報提

供を実施した。 

各地区本部においては、情報収集等に大き

な役割を担う行政嘱託員及び区長、並びに

自主防災組織の方々に協力をいただきなが

ら、被害の状況をはじめ、被災者のニーズ

等の把握に努めた。 

①発災直後において、コールセンターでは市民や報

道機関からの対応困難な問い合わせが多く、結果と

して危機管理課に電話が殺到したことから、本来、災

害対策本部統括班として行うべき被害状況の情報収

集・取りまとめや災害対策の立案・調整等に支障を来

たした。 

 

②被災地区においては、行政嘱託員等の地域関係者

も被災されたことにより、初期段階での情報収集が

困難であった。 

 

③被災者に対する支援情報（り災証明書発行情報、住

宅再建情報、被災者生活再建支援金交付情報等）につ

いて、所管課毎に個人情報を保有・管理していること

から、個々に対するきめ細やかな支援が困難となっ

ている。 

  

⑵ 在宅被災者に 

対する支援 

被災地区における地区本部を中心に、避難

所や平窪・赤井地区現地対策事務所等にお

いて、支援物資や食料等の配付等を行うと

ともに、被災者のニーズに応じて、入浴サ

ービスの実施、カーシェアリングサービス

の提供、軽トラックや電動アシスト自転車

等の貸し出しを行ったほか、各種相談・受

付等、生活再建に向けた各種支援を実施し

た。 

 

市地域防災計画においては、避難所運営委員会（地区

本部福祉班、施設管理者、行政区や自主防災組織等が

主体となり結成）が食料等の調達が困難な在宅被災

者に対し、消防団や民生・児童委員、自主防災組織等

の協力のもと、支援物資や食料品の配付等を行うこ

とと規定されているが、断水等による避難所の他地

区への統合を行ったため、地域性が薄れ、地域との連

携による対応が困難であった。 

  

避難所をはじめ、支所や現地事務所に直接訪れるこ

とができない在宅避難をしている高齢者等の要配慮

者に対する支援体制が未構築であった。 

 

 

 

 

 

 

 



 検証項目 現行の対応 主な課題 改善策（案） 意見等 

３ 

災
害
対
応
に
つ
い
て 

⑶ り災証明書発行 

体制 

り災証明書の受付業務（10/19）は、災対統

括部（危機管理課）において、庁内応援職

員を配置し実施した。 

被害認定調査（10/22）及び発行（11/1）業

務は、災対財政部が他自治体等からの応援

職員の協力を得て実施した。 

り災証明発行業務は、市地域防災計画及び市業務継

続計画において災対財政部の担当業務として位置づ

けられているものの、受付業務について明確な位置

づけがなかったことから、調整の結果、災対統括部

（危機管理課）が実施したが、限られた人員で、本来

の業務と並行して実施せざるを得なかったことか

ら、準備に時間を要した。 

 

  

専門的で詳細な 2 次調査を実施するため、発災直後

から福島県建築士会いわき支部に対し、調査協力を

要請したが、人員確保に一定の時間を要し、証明書発

行に影響を及ぼした。 

 

 

⑷ 職員配置 市業務継続計画（配備体制表）に各職員の

業務・役割等を位置付けており、必要人員

に不足が生じた場合は、庁内及び他自治体

等からの応援職員を配置し対応した。 

避難所運営やり災証明発行等の特定の業務に人員不

足が生じ、発災当初は人員確保に困難をきたした。 

  

福祉部門に業務が集中し、職員負担が大きいことか

ら、新型コロナウイルス感染症対策の状況を踏まえ、

整理する必要がある。 

 

 

現場で対応する職員を増やすとともに、リーダーと

なる職員を配置する必要がある。 

 

 

 



応急給水班

生活排水対

策部隊

北部配水復旧班

南部配水復旧班

浄水復旧班

保健福祉

部隊

指令班

予防班

水道部隊

下水道総務班 消防部隊

庶務班

土木部隊

都市建設

部隊

水道班

水防本部と災対本部の組織図

水防本部 災害対策本部

内郷・好間・

三和地区

四倉・久之浜

大久地区

勿来・田人

地区

川前地区本部 総務班男女共同参画班

国保年金班 住まい政策班

支援班 応急給水班

千寿荘班 運用班 浄水復旧班

り災班

地域医療対策班 水道庶務班

保健所班 水道部統括班 北部配水復旧班

南部配水復旧班

運用班 避難所総括班 災対水道部 消防第二班

防疫班 保健福祉総括班 情報記録班 消防第一班

災対保健

福祉部

保健福祉部統括班 指令班 経済土木班

避難所班

（福祉G）（教育G）

福祉総務班

医療班警防班

生活排水対策施設班 指揮班

下水道施設班

消防総務班

生活排水対策総務班 消防総務班

災対消防本部 消防本部統括班生活排水対策統括班

生涯学習班

三和地区本部 総務班

衛生班

消防第二班 消防第二班

廃棄物対策班

除染対策班 総合図書館班

環境監視班 り災班 り災班学校支援班 り災班

学校教育班 消防第二班

環境施設班

教育総務班 環境整備班
教育部隊

社会教育施設班 環境整備衛生班

学校施設班

災対教育委

員会事務局環境整備清掃班

経済土木班 経済土木班

消防第一班 消防第一班 消防第一班

教育委員会事務局統括班 経済土木班

教育施設班

避難所班

（福祉G）（教育G）

避難所班

（福祉G）（教育G）

避難所班

（福祉G）（教育G）

環境総務班

環境整備統括班
支援班（農業委員会事務

局、監査委員事務局）

医療班 医療班災対生活

環境部

生活環境部統括班 会計班 医療班

委員会等統括班（議会事

務局）
田人地区本部 総務班 好間地区本部 総務班

生活環境

部

支援班
支援班（選挙管理委員会

事務局）
衛生班 衛生班 衛生班

支援班 支援班 支援班 り災班

水道班 水道班

災対各種委員

会等事務局

消防第二班 市民生活班 公園緑地班 消防第一班 消防第二班

り災班水道班 市民班 建築指導班 消防第二班 り災班

総合交通対策班

都市復興推進班市民生活班 支援班

消防第二班 消防第二班

都市建設班 消防第一班 消防第一班

消防第二班

市民協働

部隊

総務班

総合交通対策班

施設班

消防第一班 消防第一班 消防第一班 地域振興班

経済土木班 経済土木班 経済土木班経済土木班 経済土木班 経済土木班 災対市民

協働部

市民協働部統括班

美術館班

福祉班 福祉班 福祉班

芸術文化交流班 災対都市

建設部

都市建設部統括班 医療班 医療班

美術館班 物資搬送班
避難所班

（福祉G）（教育G）

避難所班

（福祉G）（教育G）

避難所班

（福祉G）（教育G）

アリオス班

総務班 医療班 医療班 医療班

衛生班 衛生班

医療班

観光交流班

衛生班 衛生班 衛生班 観光交流班 支援班 衛生班

小川地区本部 総務班スポーツ振興班 住宅営繕班 勿来地区本部 総務班 内郷地区本部 総務班

スポーツ班

総務班 総務班 総務班

文化振興班 道路班 り災班

文化総務班

支援班

文化スポーツ・観光交

流室統括班
河川班 消防第二班 り災班 り災班

文化スポー

ツ・観光部

隊

水道班
災対文化ス

ポーツ・観

光部

土木班 消防第一班 消防第二班 消防第二班土木班 消防第二班 り災班

消防第一班 消防第一班総務班 消防第一班 施設マネジメント班 災対土木部 土木部統括班 都市建設班

経済土木班物資調達班 支援班 経済土木班 経済土木班

避難所班

（福祉G）（教育G）
物資調達班

経済土木班

財政班

公営競技事務所班

福祉班 財政班 公営競技事務所班
避難所班

（福祉G）（教育G）

避難所班

（福祉G）（教育G）

医療班 医療班災対財政部 財政部統括班 商業労政班 医療班財政部隊 医療班

産業・港湾班 衛生班 衛生班衛生班 支援班

総務班 遠野地区本部 総務班 総務班情報政策班 災対産業振興部 産業振興部統括班 小名浜地区本部

衛生班

産業振興部隊

情報政策班

産業総務班 小名浜地区 総務班 久之浜・大久

地区本部

卸売市場班

支援班 支援班 支援班 職員班 卸売市場班 り災班

水産班 消防第二班 り災班 り災班職員班

水産班 消防第二班

水道班 水道班 総務班

消防第二班 消防第二班消防第二班 災対総務部 総務部統括班 林務班 消防第一班総務部隊 総務班

林務班 消防第一班

消防第二班

広報班 農地班 都市建設班 消防第一班 消防第一班

総合政策

部隊

総務班 経済土木班 経済土木班

災対農林

水産部

農林水産部統括班
避難所班

（福祉G）（教育G）

避難所班

（福祉G）（教育G）

避難所班

（福祉G）（教育G）

農地班

消防第一班 消防第一班

経済土木班 復興支援班 農業振興班 経済土木班 経済土木班

総括部隊 総括班 総務班 平地区 総務班こどもみら

い部隊
広報班 衛生班 衛生班 衛生班

総務班 四倉地区本部本部統括班 災対こども

みらい部

平地区本部 総務班 常磐地区本部

避難所総括班 衛生班

こどもみらい部統括班

施設マネジメ

ント班

小川・川前

地区

常磐・遠野

地区

総務班 総務班 災対統括部 総務班

衛生班 衛生班

秘書班 農林総務班 福祉班 福祉班 福祉班 災対総合政

策部

総合政策部統括班

保健所班 医療班 医療班 医療班広聴班 医療班 医療班 医療班

事務局機能：河川課 事務局機能：危機管理課

経済土木班

農林水産

部隊
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災対統括
災対総合

政策
災対土木 災対消防 災対総務

災対保健

福祉
地区本部 災対財政

災対産業

振興

災対都市

建設

災対市民

協働

災対生活

環境
災対水道

災対農林

水産
災対教育 災対各部

復

旧

復

興

応

急

対

応

期

発

災

前

初

動

対

応

期

大規模水害対応タイムライン（案）

〇水防本部臨時会議 〇臨時休校、

一斉下校等

〇災害対策本部設置

〇本部の運営

〇気象情報の収集・分析

〇気象情報の発信

〇県への報告

〇コールセンターの設置

〇情報発信（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載等）

〇河川情報等の入手

〇河川等情報の発信

〇水防巡視（各消防支団）

〇要支援者への避難支援

〇帰宅困難者への

支援

〇警戒レベル４ 避難指示（河川、土砂）発令

〇被害情報の発信

〇警戒レベル５ 災害発生

〇リエゾンの（自衛隊、消防、警察、気象、東北電力、国土交通省等）、参集・受入

〇人命救助

〇復旧活動

〇災害派遣要請（人命救助等） 〇広域応援職員の連絡調整（避難所、物資配布、健康管理感染予防等の要請）

〇入浴サービス

〇現地対策本部の設置

〇交通支援〇食料品、日用品等の配布

１日

〇広域応援職員の連絡調整（避難所、物資配布、健康管理感染予防等の受入）

〇災害ボランティアセンターの準備設置

〇災害廃棄物対策準備（集積場所等の検討）

〇給水
〇農林水産の応急対策

〇商工業者に対する応急対策

2日

〇記者会見

〇被災者総合相談窓口の設置

3日
〇り災証明受付窓口開設

〇り災証明被害認定調査開始
7日

14日

〇視察等の対応

〇住宅支援対策（災対都市建設部連携）

〇義援金の受付

〇災害援護資金貸付金の受付

〇被災者生活再建支援金の受付

〇被災救助費金の受付

〇り災証明発行

（仮称）情報統括班

12

時
間

24
時
間

48

時
間72

時
間 1

週
間2

週
間

2週間以上

【河川】・洪水予報河川または水位周知河川の観測所の水位がはん濫危険水位に達するこ

とが予測されるとき

・上記以外の河川で著しい水位の上昇が確認され、さらに水位の上昇が見込まれるとき

・堤防の決壊につながるような漏水の発見または発見の通報があったとき

・水位周知河川及びその他の河川の流域雨量指数の予測値が洪水警報基準を大きく超過する場合

【土砂】・土砂災害警戒情報が発表され、さらなる降雨の継続により土砂災害発生の危険度が高まったとき

【河川】・洪水予報河川または水位周知河川の観測所の水位が氾濫危険水位に達したとき

・堤防が決壊し、または越流が発生したとき

・樋門・水門等の施設の機能支障が発見されたとき

【土砂】・災害が発生する恐れが極めて高い状況等において、緊急又は重ねて避難を促すとき

・避難勧告等による立退き避難が十分でなく、再度、立退き避難を居住者等に促す必要があるとき

台風最接近

予報24時間

～48時間前

警戒レベル３

警戒レベル４

警戒レベル５

〇その他、

被害状況及

び応急対策

の実施

〇事前の指示（協定締結先への連絡、担当業務確認等）
〇 〇

〇 〇

避難所開設準備

避難所開設

（ペットの保護等）

〇救護物資の受入配送管理

水防警報の伝達
〇 〇

〇災害対策地区本部設置

〇り災証明の受付発行準備

〇庁舎、支所の応急復旧

〇物資調達

〇災害救助

法による救

助事務

〇被災状況の実態調査
〇防疫保健衛生対策

〇仮設トイレの設置

〇災害廃棄物対策（集積開始）

〇被害調査及び応急復旧

〇警戒レベル３ 避難準備・高齢者等避難開始発令

〇警戒レベル４ 避難勧告（河川、土砂）発令

被害情報の収集整理

〇食料品、日用品等の配布

〇住宅支援対策（災対土木部連携）

氾濫、浸水害、土砂災害発生

〇情報の整理

〇 〇

資料３
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市水防計画書、市地域防災計画上の位置づけ（抜粋） 

 

 

市水防計画書 
 
第３章 水防本部等の設置 

１ 水防本部設置基準 

水防管理者は、洪水等についての水防活動に備え、次の事態が生じたときからそ 

の危険が除去され、概ね水防活動が終了したと認められるまでの間、いわき市に水

防本部を設置し、水防事務を処理するものとする。 

⑴ 法第16条による水防警報が通知されたとき。 

  （水防警報が発表される河川・海岸は別表第６のとおり。） 

⑵ 大雨、洪水の各気象警報及び特別警報が発表されたとき。 

⑶ 高潮、波浪の各警報及び大雨、洪水、高潮、波浪の各注意報が発表され、諸状

況を判断の上、設置の必要があると認めたとき。 

⑷ その他、水防管理者が必要であると認めたとき。 
 

２  地区水防部設置基準 

各地区水防部長は、水防本部設置基準に準じて地区水防部を設置する。 
 
第４章 水防本部等の組織 

第７章第６節の基準により災害対策本部が設けられた場合、水防本部（地区水防部）

はこの組織に移行する。この場合、組織体制は、いわき市水防計画第６章に記した水防

本部及び地区水防部の事務分掌及び職員配置を維持して移行するものとする。 
 
第７章 水防活動体制 

 水防本部及び各地区水防部を設置した場合の水防活動体制は、次の表の区分とする。 

区分 体制 

警戒体制 水防本部及び各地区水防部を設置した初期段階において、事態の推

移を見極める状況にある場合の最小限の人員による体制 

第１配備体制 明らかに水防活動に移行する見込みがある場合の体制 

第２配備体制 水防活動が遅滞なく遂行できる体制 

第３配備体制 完全な水防活動体制 
 

第６節 水防本部から災害対策本部への移行 

気象警報が発表され、水防本部または地区水防部が設置されている場合、災害対策

本部への移行は、次の基準による。 

１ 洪水予報河川及び水位周知河川等において、氾濫危険水位に到達し水防本部長に 

より避難指示（緊急）が発令されたとき。 

２ 土壌雨量指数の基準超過に伴う土砂災害警戒情報が発表され、水防本部長により 

避難指示（緊急）が発令されたとき。 

３ 気象特別警報が発表され、水防本部長が体制の移行を必要であると認めたとき。 

資料４ 
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市地域防災計画（風水害対策編） 
 

第３章 災害応急対応 

 第１節 災害対策本部の組織・運営 

３ 災害対策本部及び災害対策地区本部の設置・廃止基準 

⑴  設置基準及び設置場所 

市長は、市の地域で次に掲げる事象が発生した場合は、ただちに災害対策基本 

法第23条の２に基づく災対本部を、また各支所には地区本部を設置する。 

ア 職員の配備体制と配備内容は、以下のとおりとする。 

 配 備 内 容 
配備時期 参集職員 災害対策本部 

配 
備 
体 
制 

警戒 
体制 

気象警報（大雪、暴

風、暴風雪(※)）が発

表された場合 

台風等の接近により風

水害の発生が予想され

る場合で危機管理監が

必要と判断した場合 

危機管理課長 

各部非常連絡員（統括主幹等） 

総合政策部（危機管理課、原子力対策課）、ふ

るさと発信課） 

土木部（河川課） 

その他各部長が指名する者 

各災害対策地区本部（総務班） 

各部各支所の連絡を

密にし、災害対策本

部第１配備体制に円

滑に移行できる体制

とする。 

第１ 
配備 
体制 

風水害により、市内の

一部で被害が発生した

場合または発生が予想

され、避難準備・高齢

者等避難開始を発表し

た場合 

 

※ 対象となるのは、

災対本部及び避難準

備・高齢者等避難開始

を発表した地域を管轄

する地区本部 

（上記に加え） 

危機管理監 

総合政策部長 

総務部長 

保健福祉部長 

こどもみらい部長 

土木部長 

教育部長 

生活排水対策室長 

危機管理課、原子力対策課の全職員 

各部長が指名する者 

地区本部長・副本部長及び各班長並びに福

祉班員 

 

災害対策本部を第１

配備体制で設置し、

状況に応じて第２配

備体制に移行できる

体制とする。 

第２ 
配備 
体制 

風水害により、市内の

広範囲で被害が発生し

た場合または発生が予

想され、避難勧告を発

表した場合 

 

※ 対象となるのは、

災対本部及び避難勧告

を発表した地域を管轄

する地区本部 

（上記に加え） 

市長 

副市長 

代表監査委員 

各部の部長・副部長、各班の班長・副班長 

各地区本部の全職員 

 

災害対策本部を第２

配備体制で設置し、

状況に応じて第３配

備体制に移行できる

体制とする。 

第３ 
配備 
体制 

気象特別警報が発表さ

れた場合 

風水害により市内の全

域で被害が発生した場

合 

全職員（ただし、病休、休職、産休・育休

及び出向中の職員を除く。） 

災害対策本部を第３

配備体制で設置し、

全組織をあげて対応

する。 

※暴風警報及び暴風雪警報は、陸上を対象として発表された場合に限る。 

※水防本部が設置されている場合は、当該配備体制による。 
 

イ 災対本部は、市役所本庁舎に設置する。ただし、本庁舎が被災し機能を確保す 

ることができないときは、他の市有施設（第１順位は、消防本部４階会議室）に 

設置する。 
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ウ 地区本部は、文化センター（平地区本部）または各支所庁舎に設置する。 

ただし、庁舎が被災し機能を確保することができないときは、他の市有施設に設 

置する。 

⑵ 水防本部から災害対策本部への切り替え 

気象警報等が発表され、水防本部または地区水防部が設置されている場合、災

害対策本部への切り替えは、次の基準による。ただし、地区本部の体制について

は、７つの水防地区本部体制を維持する。 

ア 災害救助法が適用となる規模の災害が発生した場合または発生するおそれが

あると市長が判断した場合 

イ 気象特別警報が発表された場合で、水防本部長が災害対策本部の設置が必要 

と判断した場合 

５ 災害対策本部及び災害対策地区本部の体制 

災対本部及び地区本部の体制は、いわき市災害対策本部条例及びいわき市災害対 

策本部要綱に基づき定める。 

⑴  災対本部（本庁舎に設置） 

市長は、市の地域、あるいは支所地域において、災対本部及び地区本部の設置 

基準に達する事象が発生した場合は、市長を本部長とする災対本部を設置する。 

① 本部長 

ア 本部長は、全市の統括及び全職員を指揮監督する。 

イ 本部長は、副本部長及び本部員を指名し、必要に応じ災対本部に部を設置 

 する。 

② 副本部長及び本部員 

副本部長は本部長を助け、本部員は、災対本部の運営、本部長の命令・指示伝 

達等の事務に従事する。 

③ 部 

構成は、市部等設置条例等を参考とし、各部に部長、副部長を、また、部に属 

する事務を分掌するため、部に班を置く。部及び班の事務分掌は、いわき市災害 

対策本部要綱に定めるとおりとする。 

⑵  災害対策地区本部 

ア 市長は、災対本部を設置した場合において、必要に応じて支所単位で災害 

対応事務を行うため、当該支所長（平地区にあっては、土木部次長）を地区 

本部長とする地区本部を設置し、地区本部長は、所管地域の統括及び所属部 

員を指揮監督する。 

イ 地区本部に班を置き、各班の事務分掌は、いわき市災害対策本部要綱の別 

表に定めるとおりとする。 

⑶  職員配備の把握、職員派遣 

ア 各部長または地区本部長は、職員の配備状況及び活動状況を把握し、所属 

職員のみでは災害対応が困難な場合は、災対総務部長に職員の応援について 

要請する。 
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イ 災対総務部長は、災害の状況及び職員の動員状況等を掌握して職員の適正 

配備を行うものとし、特に地区本部へは、災害時応援協定等に基づく他自治 

体からの派遣職員も含めて迅速に応援職員を重点的に配置し、災対本部、地 

区本部が一体となった災害対策を行う。 
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台風第 19号の際の対応行動に関するアンケート（いわき市） 

 

１ 調査目的 

  この調査は、台風第 19号が上陸した令和元年 10月 12日(土)～13日(日)に、被災者が

防災情報をどのように入手し、それに基づき、どのような行動をとったのか、また、日頃、

地域の危険性等についてどのように認識されていたのかなどを調査し、今後の迅速で的確

な避難行動に役立てていくことを目的に、福島県と合同で実施したもの。 

 

２ 調査概要 

⑴  調査対象    5,355件（り災証明書の発行データを元に、住家世帯から抽出） 

⑵  調査期間    令和２年２月 28日～３月 23日 

⑶  回収数/回収率  2,724件/50.9％ 

 

３ 調査結果 

⑴ 水害リスクの認識 

ア 台風 19号について 

「たいした被害はないと思った」(36.2％)、「水害が起きるとしても過去に経験し 

た範囲に収まるだろうと考えていた」(42.7％)など、多くの市民にとって想定してい 

なかった被害であったことがうかがえる。 

 

  イ 雨が降り出す前の行動 

「普段より詳しく気象に関わる情報を確認した」が 69.5％と最も高く、次いで「家 

族・親戚と連絡をとり話をした」が 37.2％、「食料や懐中電灯など非常時の物品を準 

備した」が 36.6％となっている。 

 

⑵ 情報の入手状況 

気象警報の入手源の８割以上、避難情報の入手源の６割以上がテレビによるものであ 

るが、そのほかにも様々な媒体を通じて情報を入手していた。テレビに次いで高いのは、

「エリアメール」であり、５割以上となっている。 

  

⑶ 避難状況 

ア 避難先 

    自宅が被災する前の避難状況は、「避難した」人が 50.2％となっている。最終的に

避難した先は、「自宅やマンション等の上階」が最も高く 32.2％、次いで「親戚・知

人宅」が 31.3％、「避難場所」が 12.2％、「避難所」が 5.8％となっている。 

 

  イ 避難開始時間 

風雨が強くなる前の 12日 15時頃までの早い段階で避難を開始した人は 22.0％、 

避難勧告が発令された後の 16時頃から 19時頃までに避難を開始した人は 24.3％、 

避難指示が発令された後の 20時頃から 22時頃までに避難を開始した人は 25.2％、 

資料５ 
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河川氾濫が発生する前後の23時頃から13日１時頃までに避難を開始した人は11.9％ 

となっている。 

 

  ウ 避難した理由 

「雨の降り方が激しく身の危険を感じたから」(44.0％)、「自宅の近くなどで急に 

水が上がってきたから」(45.7％)、「河川の水位が上がっているのを見たから」 

(25.9％)が避難開始の理由として高い。 

一方、「大雨特別警報が発表されたから」(12.0％)などの気象警報、「避難指示が発 

令されたから」(15.6％)などの避難情報は１割程度、「同居の家族に避難しようと言 

われたから」(14.5％)など人からの呼びかけも１割台と、雨や水位の状況に比べて避 

難の理由に挙げた人は少ない。 

避難にも「自宅を立ち退いて避難した場合」と、「自宅やマンションのなどの上階に 

避難した場合」の２通りがある。このうち後者の、≪垂直避難≫を選択した理由をみ 

ると、「上階への避難で安全を確保できると考えていたため」(62.6％)、「自宅が被害 

に遭うとは思わなかったから」(43.8％)となっている。 

自宅以外へ避難しなかった理由をみると、「夜だったから」(43.8％)及び「自宅以外 

へ避難することを考えたときには、既に危険な状態になったから」(43.8％)が高いこ 

とから、〈水平避難〉するには雨の状況や時間帯から危険な状況になっており、自宅に 

おいて〈垂直避難〉が実施されたこともうかがえる。 

 

  エ 誰と避難したか 

    「家族など同居者」が 73.4％と最も高く、次いで「１人で避難した」が 17.3％と 

なっている。 

 

オ 避難しなかった理由 

「自宅が被害に遭うとは思わなかったから」が 67.4％と最も高く、次いで「夜だっ 

たから」が 32.6％、「いざとなれば２階などに逃げればよいと思ったから」、が 32.1％ 

となっている。 

 

  カ 上記オに関して、周囲からの避難の呼びかけはなかったか 

「避難の呼びかけは特になかった」が 56.9％と最も高く、次いで「役場職員や消防 

団員等から避難の呼びかけがあった」が 11.9％となっている。 

 

  キ 上記オに関して、どのようなきっかけがあれば避難したか 

    「もっと危機感のある避難情報の提供」が 51.8％と最も高く、次いで「役場職員や 

消防団員等からの呼びかけ」が 37.3％、「役所等の広報車の呼びかけ」が 36.2％とな 

っている。 

 

 

 



3 

 

 

⑷ 台風 19号災害前の平時からの災害意識 

 ア ハザードマップの認識 

「ハザードマップ（水害）を見て、内容も覚えていた」及び「ハザードマップ 

（水害）を見たことはあるが、内容までは覚えていなかった」が23.0％と最も高 

く、次いで「ハザードマップという言葉は知っているが、自分の住んでいる地域に 

あることを知らなかった」が22.3％となっている。 
 

  イ 「避難場所」と「避難所」の違い 

「何となく知っていた」が29.1％、「知っていた」が25.9％となっており、認知 

層は55.0％となっている。 
 

  ウ 風水害時の避難計画 

    「災害時の避難方法・避難場所について明確に計画を立てていた」が2.5％、「計 

画まではなかったが、大まかな避難の場所や方法は考えていた」が29.7％となって 

おり、避難について準備していた層は32.2％となっている。 
 

  エ 居住地域での防災訓練への参加 

    「参加したことがなかった」が70.0％と最も高い。「一度でも参加したことがあ 

る」は9.6％となっている。 
 

  オ これまでの生活において防災に関する知識を得る機会や学ぶ機会があったか 

「多少あった」が51.1％、「十分にあった」が8.7％となっており、防災に関する 

知識を得る機会や学ぶ機会があった層は59.8％となっている。 

 

⑸ 自由意見 

 ア 河川改修関係 

・ 河道掘削や護岸の整備を実施してほしい 

・ 川の中の木を伐採してほしい 

・ 川の中のごみを撤去してほしい 
 

イ 河川以外のインフラ整備関係 

 ・ 側溝を清掃してほしい 

  ・ 排水ポンプ場を整備してほしい 

  ・ 道路を改修してほしい 

・ 平浄水場に防水対策をしてほしい 
 

ウ り災関係 

・ り災の判定基準に不満である 

・ り災証明書の発行が遅すぎる 
 

エ 避難所関係 

・ 避難所を増設してほしい 
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・ 避難所に行くのに川を渡る必要がある 

・ 避難所に行くまでの交通手段がない 

・ 避難所の駐車場が一杯で入れなかった 

・ 初動期から福祉避難所を開設してほしい 

・ 浸水地区においても自宅から行ける避難所を開設してほしい 

・ 避難所トイレを洋式化するなど改善してほしい 

・ ペットについても検討してほしい 

・ 平四小の校舎の利活用について検討してほしい 

・ 避難所の設備を充実してほしい 

・ 避難所の受け入れ状況について情報発信してほしい 
 

オ 災害ごみ関係 

・ 災害ごみの片づけが大変だった 

・ 災害ごみの撤去が遅すぎる 
 

カ 生活再建支援関係 

・ 支援金が少なすぎる 

・ 手続きが複雑すぎる 

・ 手続きに何度も行く必要がある 
 

キ 情報伝達関係 

・ エリアメールには、具体的な地域名を掲載してほしい 

・ 防災行政無線を設置してほしい 

・ 広報車や消防車による呼びかけは、危機感を伝えられる 

(一方、車のスピードが早すぎて内容がわからない) 

・ 高齢者などにも伝わる情報手段を検討してほしい 

・ 消防サイレンは高齢者にも伝えることができる 

・ エリアメールが多すぎることから、エリアを限定して情報発信してほしい 

・ 防災メールが途中から全く来なくなったが、その後、被災した 

・ 水位状況についても情報発信してほしい 
 

ク 市の対応への不満 

・ 市の対応が遅すぎる 

・ 市職員の態度が悪い 

・ 知識不足の職員が応対している 

・ さまざまな支援策などの情報がない 
 

ケ その他 

・ いわき市職員への感謝 

・ 消防団員、ボランティアへの感謝 

・ ハザードマップを配布してほしい 


